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①入札参加の申込み
1. 日　時 令和8年4月13日（月）から　令和8年4月24日（金）まで

午前9時から午後5時まで（土曜日、日曜日を除く）

2. 場　所 阿蘇市役所　総務部　企画財政課　管財契約係

3. 入札保証金

令和8年5月13日（水）までに、下記の額を現金で納入する。

公売第1号 １，２００，０００円

公売第2号 １００，０００円

②入札物件の公開
1. 現地説明会は実施しませんので、各自で現地を確認してください。

③入札
1. 日　時 令和8年5月14日（木）

公売第１号　午前１０時

公売第２号　午前１０時３０分

2. 場　所 阿蘇市役所　北側別館大会議室

④落札
1. 契約書と納付通知書の交付

2.

⑤契約締結時期及び売却代金の納入期限
1. 令和8年5月21日（木）までに契約を締結する。（公売第１号については仮契約）

2. 契約締結時に契約金額の１００分の１０以上の額を契約保証金として納入する。

3.

4.

⑥土地の引渡し
1.

⑦所有権移転登記
1. 所有権移転登記は落札者が行う。所有権移転登記に必要な委任状及び登記原因

証明情報については市が発行する。

公売第１号については本契約としての効力が生じた日から起算して14日以内に契約保
証金を除いた残額を完納する。

売却代金の支払いが完了した時に所有権は移転する。所有権が移転した時に土地の引
渡しがあったものとする。

＜入札参加申込みから土地引渡しまでの流れ＞

公売第１号は、仮契約後に市議会の議決があった日から本契約としての効力が生じる
ため、引渡しにお時間を要します。

売却代金の納入は、契約締結の日から起算して14日以内に契約保証金を除いた残額を
完納する。
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【入札物件】
第１ 一般競争入札に付する市有地は、次のとおりとする。

※予定価格とは、あらかじめ阿蘇市が定めた最低売却価格をいう。

【入札に参加する者に必要な資格】
第２ 個人の場合：国内の市区町村に住民基本台帳登録のある方。

法人の場合：国内に事務所又は事業所を有する法人。

２　入札の参加者となることができるのは、次のいずれにも該当しない者であること

とする。

（１）未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは民法（明治２９年法律第８９

号）第１７条第１項の審判を受けた被補助人又は破産者で復権を得ない者

（２）次に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるもので、その事実があ

った後２年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者

ア 本市との契約の履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又

は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ 本市の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者

又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合し

た者

ウ 本市の行う競争入札の落札者が本市と契約を締結すること、又は本市と

の契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定に

よる監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなくて、本市との契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない

者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

（３）地方自治法第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事

する本市の職員

（４）市区町村税を滞納している者

5,004.03 24,000,000
阿蘇市一の宮町宮地
字東油町4503番1

宅地椎茸工場跡地売却
公　売
第１号

予定価格（円）件　名 所　　　在番　号 地　目 地積(㎡)

＜入札の概要＞

公　売
第２号

警察職員住宅跡地
売却

阿蘇市一の宮町宮地
字泉1288番11

宅地 359.07 1,826,000
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（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けたことがある団

体及びその代表者、主催者又はその構成員

（６）暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「不正行為防止等に関する法律」という。）第２条第２号に規定する団

体及びその構成員が暴力的不法行為等のために利用するなど、公序良俗に反

する用途に供しようとする者

（７）上記第５号又は第６号に掲げる者から委託を受けた者

【契約上の主な特約】
第３ 公序良俗に反する使用の禁止について次の特約を付するものとする。

（１）売払物件を無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１

１年法律第１４７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けたこ

とがある団体及びその代表者、主催者又はその構成員、又は、それらの者か

ら委託を受けた者が、その活動のために利用するなど、公序良俗に反する用

に使用してはならない。

（２）売払物件を不当行為防止等に関する法律第２条第２号に規定する団体及び

それらの構成員、又は、それらの者から委託を受けた者が、暴力的不法行為

等のために利用するなど、公序良俗に反する用に使用してはならない。

（３）売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性

風俗関連特殊営業及び同条第１１項に定める接客業務受託営業の用に使用し

てはならない。

（４）売払物件の所有者を第三者に移動する場合は、買主は第１号及び第２号の

使用の禁止を書面により継承させるものとし、当該第三者に対して第１号及

び第２号の定めに反する使用をさせてはならない。

（５）売払物件について第三者が権利を設定する場合には、当該第三者に対して

第１号及び第２号の定めに反する権利を設定させてはならない。

２　前項について、本市が必要があると認めるときは、実地調査等を行うものとし、

買主及びその後の譲渡人等は協力する義務を負うこと。

３　第１項に違反したときは売却代金の１００分の３０の額、前項に違反したときは

売却代金の１００分の１０の額を違約金として阿蘇市に支払うものとする。なお、

違約金に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

４　第１項に違反したときは前項の違約金の徴収に加えて、土地の買い戻しをするこ

とができるものとする。ただし、買い戻し期間は、契約締結日から１０年とする。

3 



５　売払物件に隠れた瑕疵があっても、市はその責めを負わない。

【入札参加申込み】
第４ 入札に参加しようとする者は、受付期間内に入札参加申込書（様式第１号）

を提出して所定の手続きをしなければならない。申込書類は返却しないものとす

る。また、共有名義とされる場合は、共有者連名で申込をしなければならない。

なお、郵便、電話、ファックス、電子メールによる申し込みは認めない。

（１）受付期間 令和8年4月13日（月）から4月24日（金）まで

（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く）

（２）受付時間 午前9時から午後5時まで

（３）受付場所 阿蘇市役所　総務部　企画財政課　管財契約係

（４）提出書類

ア 個人の場合

（ア）入札参加申込書（様式第１号・実印で押印のこと）

（イ）身分証明書（本籍地のある市区町村が発行した発行後１箇月以内の

証明書であって、成年被後見人の宣告の通知を受けていない者、被保

佐人の登記の通知を受けていない者若しくは破産宣告の通知を受けて

いない者であることを証するもの）

いないことを証するもの）

イ 外国籍の方の場合

（ア）入札参加申込書（様式第１号・実印で押印のこと）

（イ）外国人登録原票記載事項証明書（発行後１箇月以内のもの）

（ウ）印鑑登録証明書（発行後１箇月以内のもの）

いないことを証するもの）

（オ）誓約書（様式第２号）

（ウ）住民票（発行後１箇月以内のもの）

（カ）誓約書（様式第２号）

（エ）納税証明書（発行後１箇月以内のもので市区町村税を滞納して

（エ）印鑑登録証明書（発行後１箇月以内のもの）

（オ）納税証明書（発行後１箇月以内のもので市区町村税を滞納して
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ウ 法人の場合

（ア）入札参加申込書（様式第１号・実印で押印のこと）

（イ）登記簿謄本（発行後１箇月以内のもの）

（ウ）印鑑登録証明書（発行後１箇月以内のもの）

（エ）納税証明書（発行後１箇月以内のもので市区町村税を滞納して

いないことを証するもの）

（オ）誓約書（様式第２号）

※共有名義で申込む場合は、共有者全員分の添付書類が必要。

※提出した書類は返却しない。

【入札及び開札の日時、場所】
第５ 入札及び開札は、次の日時、場所において行う。

（１）入札日 令和8年5月14日（木）

（２）入札開始時間 公売第１号　 午前１０時

公売第２号 午前１０時３０分

（３）開札開始時間 入札終了後直ちに行う。

（４）入札場所 阿蘇市役所　　北側別館大会議室

【入札保証金】
第６ 入札者は、入札日前日までに、本市が定めた額を現金にて納入し、入札

当日、入札保証金の納付通知書兼領収書を持参しなければならない。

入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後に還付する。

なお、落札者が契約を締結しないときは、その者にかかる入札保証金は市に帰

属するものとする。（落札者が本要領第２第２項に該当する者であることが判明

し、その入札が無効となったときを含む。）

【入札の方法】
第７ 入札は所定の入札書（様式第３号）により行う。その際に入札用封筒（別記）

 及び印鑑（実印）を持参すること。

２　入札者が代理人により入札するときは、代理人は、入札前に委任状（様式第４号）

を提出しなければならない。

３　郵便による入札は、認めない。

４　入札者は、いかなる理由があっても、提出した入札書の書替え、引換え又は撤回

※ 公売第１号　１，２００，０００円　　公売第２号　１００，０００円
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をすることができない。

【入札書の記入方法】
第８ 入札書（様式第３号）には、入札金額（物件の価格の総額）、入札者の住所及

び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）その他

所定の事項を記入の上、実印を押さなければならない。

２　入札金額は、￥マークを入れ、アラビア数字を用いて表示しなければならない。

【入札無効に関する事項】
第９ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。落札決定後又は契約締

結後にその事実が判明した場合も無効とする。

（１）入札に参加する資格のない者のした入札

（２）委任状を提出しない代理人のした入札

（３）入札保証金を納付しない者の行った入札

（４）入札書記載の金額を加除訂正した入札

（５）入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札

（６）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

（７）同一事項に対して２通以上の入札を行ったもの

（８）他の入札者の代理人となり、又は２人以上の代理人となった者の入札

（９）談合その他不正の行為があったと認められる入札

（10）郵便、ファックス、電子メールによる入札

（11）予定価格を事前に公表している場合において、事前に公表した予定価格を

下回る価格の入札

（12）その他入札に関する条件に違反した入札

【開札】
第10 開札は、入札会場において入札者の面前で行う。

２　開札会場には、入札参加申込者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い

職員以外の者は入場できないものとする。

【落札者の決定】
第11 落札者は、予定価格（最低売却価格）以上で最高の価格をもって有効な入札

を行った者とする。

２　落札者となるべき同額の入札をした者が２人以上あるときはくじ引きで決定する

ものとし、この場合において入札者はくじ引きを辞退することができないものと
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する。

３　開札の結果、落札者を決定したときは、その者の氏名（法人にあってはその名称）

及び落札価格を入札者に知らせるものとする。

【入札の変更等】
第12 入札者が不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札

の執行を延期し、若しくは中止することができる。

【契約保証金に関する事項】
第13 落札者は、契約の締結と同時に、契約保証金として１００分の１０以上の金

額を納付するものとする。なお、入札保証金を契約保証金に充当することができ

る。

２　契約保証金は、第１５の規定により契約を解除されたときは、違約金として市に

帰属するものとする。

【契約の締結】
第14 落札者は、落札の日から７日以内に別添土地売買契約書または土地売買 仮 契

約書を阿蘇市役所総務部企画財政課管財契約係に提出（契約する契約書２部のう

ち１部について落札者の負担により印紙を添付のこと）して契約を締結しなけれ

ばならない。

なお、公売１号については議会の議決があった日から効力が生じる。

２　落札者は、契約締結の日から１４日以内に契約代金の全額を市が発行する納入通

知書により納付しなければならない。この場合において、契約保証金は、契約代

金の一部に充当することができる。

３　落札者は、売買物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第

三者に譲渡することはできないものとする。

４　落札者は、入札物件に数量の不足その他の隠れた契約不適合のあることを発見し

ても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができ

ない。

５　落札者が、その落札した物件を公序良俗に反する用途に供するおそれがあるとき

は、契約を締結しない。

※印紙税額

収入印紙契約金額（売買代金）
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【契約の解除】
第15 契約者（落札者）が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除す

ることができる。

（１）契約期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認めら

れるとき。

（２）契約の履行について、不正な行為のあったとき。

（３）前２号に定める場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

【所有権の移転】
第16 所有権移転の時期は、契約代金を完納したときとする。所有権移転登記は落札

者が行うものとする。所有権移転登記に必要な委任状及び登記原因証明情報につい

ては、市が発行する。

２　売買物件は、所有権移転完了後、工作物（フェンス等）や樹木等を含め、現状有

姿のまま引き渡すものとする。

【土地の譲渡等の禁止】
第17 契約者（落札者）は、所有権移転登記が完了するまでの間は、次に掲げる行

為はできないものとする。

（１）土地を第三者に譲渡すること。

（２）土地に地上権、賃借権、抵当権、その他所有権以外の権利を設定すること。

（３）土地に物件を設置すること。

（４）土地の形質を変更すること。

【公租公課等】
第18 契約日以降の公租公課等は、契約者（落札者）の負担とする。

【留意事項】
第19 物件に係る留意事項は次の各号のとおりとする。

（１）水道及び電気等の引込み費用や接続費用などは、契約者（落札者）の負担

とする。

（２）物件の売り渡しについては現状有姿のままとする。

（３）入札者は、本入札要領のほか入札方法等の指示事項を遵守するものとする。

１万円

１００万1円 ～ ５００万円

５０００万円

～

～

５００万１円

１０００万1円

１０００万円

１千円

５千円
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（４）現地説明会は、実施しないので、申込みにあたり現地を確認のうえ申込む

ものとする。

【問合せ先】

〒８６９－２６９５

熊本県阿蘇市一の宮町宮地５０４番地１

阿蘇市役所　総務部　企画財政課　管財契約係

ＴＥＬ（０９６７）２２－３２０４

ＦＡＸ（０９６７）２２－４５７７
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円

円

1,200,000入札保証金

予定価格

＜物　件　調　書＞

物件の状況

番　　　号 公売第　１　号

件　　　名 椎茸工場跡地売却

所　在　地 阿蘇市一の宮町宮地字東油町4503番1

地　　　目 宅地

地　　　積 5,004.03㎡

市議会の議決があった日から本契約としての効力が生
じるため、落札後は仮契約を締結する

（最低売却価格）

備　　　　考

24,000,000

10

オムロン阿蘇㈱

阿蘇自動車学校

57 至大
至熊

公売地



円

円（最低売却価格）

物件の状況

1,826,000

11

＜物　件　調　書＞

警察職員住宅跡地売却

阿蘇市一の宮町宮地字泉１２８８番１１

宅地

３５９．０７㎡

公売番号　２　号番　　　号

件　　　名

所　在　地

地　　　目

備　　　　考

地　　　積

100,000入札保証金

予定価格

57

至大分

至熊本

消防小屋

分
区
公
民
館

公売地



様式第1号

令和　　年　　月　　日

阿蘇市長　様

申込人

実印

【共有名義の場合】

共有者

㊞

阿蘇市が行う市有地の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。

１　入札物件

公　売　第 号

阿蘇市

㎡

２　添付書類

個人 ― 身分証明書、住民票、印鑑登録証明書、納税証明書、誓約書

法人 ― 登記簿謄本、印鑑証明書、納税証明書、誓約書

氏　　　　　名

入札参加申込書

住所又は所在地

商号又は名称

氏　　　　　名

電　話　番　号

住　　　　　所

番　　号

件　　名

所　　在

地　　積
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様式第２号

令和　　年　　月　　日

阿蘇市長　様

　私は阿蘇市が実施する市有地の一般競争入札の参加に当たり、次の事項を誓約します。

１　市有地売却入札要領第２第２項に記載する事項に該当しません。

２　入札に際し、市有地売却入札要領、売買契約書の内容を遵守し、入札物件の法令上の

規制を承知の上で参加します。

３　落札した物件の活用にあたっては、法令上の規制及び売買契約書の内容を遵守します。

申込人

実印

【共有名義の場合】

共有者

㊞氏　　　　　名

住　　　　　所

氏　　　　　名

住　　　　　所

誓　約　書
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様式第３号

令和　　年　　月　　日

阿蘇市長　様

申込人

実印

　下記のとおり阿蘇市財務規則並びに入札心得及びその他指示事項を承諾のうえ入札します。

記

１　入札物件

公　売　第 号

阿蘇市

㎡

２　入札金額

万 千 百 十 円億 千万 百万 十万

金額

番　　号

件　　名

所　　在

地　　積

入　札　書

住　　　　　所

氏　　　　　名
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様式第４号

令和　　年　　月　　日

代理人

㊞

　上記の者を代理人と定め、阿蘇市が行う下記市有地の一般競争入札に関する一切の権限を委

任します。

記

１　入札物件

公　売　第 号

阿蘇市

㎡

阿蘇市長　様

申込人

実印

委　任　状

住　　　　　所

氏　　　　　名

氏　　　　　名

番　　号

件　　名

所　　在

地　　積

15

住所又は所在地

商号又は名称



☆注意事項

・縦書き、横書きは問いません。

・表面に朱書きで「入札書在中」と記載し、番号、入札物件名を必ず記載して

　ください。

・入札書を入れて封筒の張り合わせ部分に実印を押印してください。

16

入札書の封筒記入記載例

入
札
書
在
中

公
売
第
　
号
（
物
件
名
）

住
所
　
阿
蘇
市
〇
〇
〇

氏
名
（

法
人
名
）

　
〇
〇
　
〇
〇

封筒（表） 封筒（裏）

印

印

印



土 地 売 買 契 約 書 

 

 

阿蘇市（以下「甲」という。）と （落札者）  （以下「乙」という。）とは、次の条

項により土地の売買契約を締結する。 

 

（売買土地） 

第１条 甲は末尾記載の土地（以下「本件土地」という。）を現状有姿のまま乙に売り渡し、

乙は、本件土地の所在及び地積を確認してから甲から買い受ける。 

（契約保証金） 

第２条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として、金（売買代金の 1 割以上の金額）

円を甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める契約保証金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

４ 第１６条により契約が解除されたときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金  （落札金額） 円とする。 

（代金の支払） 

第４条 乙は、甲の発行する納入通知書により、令和 8 年５月２１日までに、売買代金全

額を甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転及び引渡し） 

第５条 本件土地の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了した時、乙に移転する。 

２ 前項の規定により、所有権が乙に移転した時に、本件土地の引渡しがあったものとす

る。 

（所有権移転登記） 

第６条 所有権移転登記は乙が行う。 

２ 乙は、登録免許税及び当該契約に関する費用を負担しなければならない。 

３ 甲は、売買代金納入後所有権移転登記に必要な書類を、乙に交付する。 

（危険負担） 

第７条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲

の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は棄損した場合には、甲に対して

売買代金の減免を請求することができない。 

（契約不適合責任） 

第８条 乙は、本契約締結後、本件土地に数量の不足その他の隠れた契約不適合のあるこ

とを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることが

できない。 
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（使用禁止） 

第９条 乙は、売買代金の支払いを完了するまでは、本件土地を使用することができない。 

（権利の譲渡及び所有権以外の権利設定の制限） 

第 10 条 乙は、第６条による登記が完了するまでの間は、権利義務を第三者に譲渡するこ

とができない。 

２ 乙は、第６条による登記が完了するまでの間は、地上権、賃借権、抵当権、その他所

有権以外の権利を設定することができない。 

（禁止用途） 

第 11 条  

１ 乙は、本件土地について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平

成１１年法律１４７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けたことがある

団体及びその代表者、主催者又はその構成員、又は、それらの者から委託を受けた者が、

その活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用してはならない。 

２ 乙は、本件土地について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する団体及びその構成員、又は、それらの者から

委託を受けた者が、暴力的不法行為等のために利用するなど、公序良俗に反する用途に

使用してはならない。 

３ 乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営

業及び同条第１１項に定める接客業務受託営業その他これらに類する業の用に供しては

ならない。 

４ 乙は、本件土地について第三者に所有権を移転、又は第三者が権利を設定する場合（抵

当権を除く。）には、前３項に定める義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当

該義務を履行させなければならない。 

（実地調査等） 

第 12 条 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は乙

に対し所要の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒み、妨げ若

しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。 

（違約金） 

第 13 条 乙は、第１１条に定める義務に違反したときは、それぞれ金［売買代金の 3 割の

金額（円未満切り捨て）］円、又前条に定める義務に違反したときは金［売買代金の１割

の金額（円未満切り捨て）］円を違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

（買戻特約及び特約の登記） 

第 14 条 甲は、乙又は第１１条第４項に定める第三者が同条第１項から第３項までの定め

に違反した場合には、本件土地の買戻しをすることができるものとする。 

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結日から１０年間とする。 
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３ 乙は、第１項の規定に基づく買戻しの特約の登記をする場合には、これに同意するも

のとし、当該登記に必要な承諾書を甲に提出しなければならない。 

４ 買戻権の抹消登記に要する費用は、当該抹消登記時点における本件土地の所有者の負

担とする。 

（買戻権の行使） 

第 15 条 甲が、前条に定める買戻権を行使するときは、次の各号によるものとする。 

（１）買戻代金は、本件土地の売買に伴い乙が支払った売買代金より、第１３条に定める

違約金を差し引いた額とする。ただし、当該代金には利息を付さないものとする。 

（２）乙が本契約締結のために支出した費用及び本件土地に投じた必要費、有益費等の費

用、並びに本件土地にかかる公租公課は、これを甲に請求しない。 

（３）甲に損害があるときは、甲は乙に対しその賠償を請求することができる。 

（４）乙に損害があっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができない。 

（契約解除） 

第 16 条 甲は、乙が本契約に定める条項に違反したときは、本契約を解除することができ

る。 

（損害賠償） 

第 17 条 前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は

乙に対しその賠償を請求することができる。 

（原状回復義務） 

第 18 条 乙は、甲が第１６条の規定により本契約を解除したときは、甲の指示する期日ま

でに、乙の負担において本件土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただ

し、甲が本件土地を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りでは

ない。 

２ 乙は、前項の規定により本件土地を甲に返還するときは、甲の指示する期日までに、

甲の指示する本件土地の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

（費用等の請求権の放棄） 

第 19 条 乙は、甲が第１６条により本契約を解除した場合において、乙が本契約締結のた

めに支出した費用及び本件土地に投じた必要費、有益費等の費用、並びに本件土地にか

かる公租公課は、これを甲に請求しない。 

（費用負担） 

第 20 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（法令等の規制の遵守） 

第 21 条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであること

を確認し、売買物件を利用するにあたっては、当該法令等を遵守するものとする。 

（信義誠実の義務及び疑義の決定） 

第 22 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。 
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上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1

通を保有する。 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

             甲  住所  熊本県阿蘇市一の宮町宮地 504 番地 1 

 

                氏名   阿蘇市長 松 嶋 和 子     ㊞ 

 

 

             乙  住所 

                

                氏名   （落札者）           ㊞ 

 

 

 （売買土地の表示） 

 

 

所   在 地 番 地 目 地 積 

阿蘇市一の宮町宮地字泉 1288 番 1 宅地 359.07ｍ2 
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土 地 売 買 仮 契 約 書 

 

 

阿蘇市（以下「甲」という。）と （落札者）  （以下「乙」という。）とは、次の条

項により土地の売買契約を締結する。 

 

（売買土地） 

第１条 甲は末尾記載の土地（以下「本件土地」という。）を現状有姿のまま乙に売り渡し、

乙は、本件土地の所在及び地積を確認してから甲から買い受ける。 

（契約保証金） 

第２条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として、金（売買代金の 1 割以上の金額）

円を甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める契約保証金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

４ 第１６条により契約が解除されたときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金  （落札金額） 円とする。 

（代金の支払） 

第４条 乙は、甲の発行する納入通知書により、議会の議決後２週間以内に売買代金全額

を甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転及び引渡し） 

第５条 本件土地の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了した時、乙に移転する。 

２ 前項の規定により、所有権が乙に移転した時に、本件土地の引渡しがあったものとす

る。 

（所有権移転登記） 

第６条 所有権移転登記は乙が行う。 

２ 乙は、登録免許税及び当該契約に関する費用を負担しなければならない。 

３ 甲は、売買代金納入後所有権移転登記に必要な書類を、乙に交付する。 

（危険負担） 

第７条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲

の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は棄損した場合には、甲に対して

売買代金の減免を請求することができない。 

（契約不適合責任） 

第８条 乙は、本契約締結後、本件土地に数量の不足その他の隠れた契約不適合のあるこ

とを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることが

できない。 
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（使用禁止） 

第９条 乙は、売買代金の支払いを完了するまでは、本件土地を使用することができない。 

（権利の譲渡及び所有権以外の権利設定の制限） 

第 10 条 乙は、第６条による登記が完了するまでの間は、権利義務を第三者に譲渡するこ

とができない。 

２ 乙は、第６条による登記が完了するまでの間は、地上権、賃借権、抵当権、その他所

有権以外の権利を設定することができない。 

（禁止用途） 

第 11 条  

１ 乙は、本件土地について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平

成１１年法律１４７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けたことがある

団体及びその代表者、主催者又はその構成員、又は、それらの者から委託を受けた者が、

その活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用してはならない。 

２ 乙は、本件土地について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する団体及びその構成員、又は、それらの者から

委託を受けた者が、暴力的不法行為等のために利用するなど、公序良俗に反する用途に

使用してはならない。 

３ 乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営

業及び同条第１１項に定める接客業務受託営業その他これらに類する業の用に供しては

ならない。 

４ 乙は、本件土地について第三者に所有権を移転、又は第三者が権利を設定する場合（抵

当権を除く。）には、前３項に定める義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当

該義務を履行させなければならない。 

（実地調査等） 

第 12 条 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は乙

に対し所要の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒み、妨げ若

しくは忌避し、又は報告を怠ってはならない。 

（違約金） 

第 13 条 乙は、第１１条に定める義務に違反したときは、それぞれ金［売買代金の 3 割の

金額（円未満切り捨て）］円、又前条に定める義務に違反したときは金［売買代金の１割

の金額（円未満切り捨て）］円を違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

（買戻特約及び特約の登記） 

第 14 条 甲は、乙又は第１１条第４項に定める第三者が同条第１項から第３項までの定め

に違反した場合には、本件土地の買戻しをすることができるものとする。 

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結日から１０年間とする。 
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３ 乙は、第１項の規定に基づく買戻しの特約の登記をする場合には、これに同意するも

のとし、当該登記に必要な承諾書を甲に提出しなければならない。 

４ 買戻権の抹消登記に要する費用は、当該抹消登記時点における本件土地の所有者の負

担とする。 

（買戻権の行使） 

第 15 条 甲が、前条に定める買戻権を行使するときは、次の各号によるものとする。 

（１）買戻代金は、本件土地の売買に伴い乙が支払った売買代金より、第１３条に定める

違約金を差し引いた額とする。ただし、当該代金には利息を付さないものとする。 

（２）乙が本契約締結のために支出した費用及び本件土地に投じた必要費、有益費等の費

用、並びに本件土地にかかる公租公課は、これを甲に請求しない。 

（３）甲に損害があるときは、甲は乙に対しその賠償を請求することができる。 

（４）乙に損害があっても、乙は甲に対しその賠償を請求することができない。 

（契約解除） 

第 16 条 甲は、乙が本契約に定める条項に違反したときは、本契約を解除することができ

る。 

（損害賠償） 

第 17 条 前条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は

乙に対しその賠償を請求することができる。 

（原状回復義務） 

第 18 条 乙は、甲が第１６条の規定により本契約を解除したときは、甲の指示する期日ま

でに、乙の負担において本件土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただ

し、甲が本件土地を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りでは

ない。 

２ 乙は、前項の規定により本件土地を甲に返還するときは、甲の指示する期日までに、

甲の指示する本件土地の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

（費用等の請求権の放棄） 

第 19 条 乙は、甲が第１６条により本契約を解除した場合において、乙が本契約締結のた

めに支出した費用及び本件土地に投じた必要費、有益費等の費用、並びに本件土地にか

かる公租公課は、これを甲に請求しない。 

（費用負担） 

第 20 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（法令等の規制の遵守） 

第 21 条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであること

を確認し、売買物件を利用するにあたっては、当該法令等を遵守するものとする。 

（信義誠実の義務及び疑義の決定） 

第 22 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

23 



 

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1

通を保有する。 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

             甲  住所  熊本県阿蘇市一の宮町宮地 504 番地 1 

 

                氏名   阿蘇市長 松 嶋 和 子     ㊞ 

 

 

             乙  住所 

                

                氏名   （落札者）           ㊞ 

 

 

この契約は、議会の議決があった日から本契約としての効力が生じる。 

 

 

 （売買土地の表示） 

 

  

所   在 地 番 地 目 地 積 

阿蘇市  宅地        ㎡ 
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申  出  書 ① 

 

令和  年  月  日 

 

阿蘇市長 様 

 

申込人  住所又は所在地 

                  商号又は名称 

                  氏     名             実印 

 

         【共有名義の場合】 

             共有者  住     所 

                  氏     名              ㊞ 

 

 

    市有地一般競争入札に係る入札保証金を、契約保証金に充当させていただきたく、お願

いいたします。 

 

番   号  公売第     号  

 

件 名                          

 

契 約 金 額               円 

 

契約保証金               円 

 

（内 訳）               円（入札保証金充当額） 

 

                     円（今回納付額） 
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申  出  書 ② 

 

令和  年  月  日 

 

阿蘇市長 様 

 

申込人  住所又は所在地 

                  商号又は名称 

                  氏     名             実印 

 

         【共有名義の場合】 

             共有者  住     所 

                  氏     名              ㊞ 

 

 

    市有地一般競争入札に係る契約保証金を、契約金額に充当させていただきたく、お願い

いたします。 

 

番 号  公売第     号  

 

件 名                          

 

契 約 金 額               円 

 

（内 訳）               円（契約保証金充当額） 

 

                     円（今回納付額） 
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入札保証金還付請求書 

 

令和  年  月  日 

 

阿蘇市長 様 

 

              申込人 住所又は所在地 

                  商号又は名称 

                  氏     名             実印 

         【共有名義の場合】 

              共有者 住     所 

                  氏     名              ㊞ 

 

 

 落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、納入した入札保証金を下記

の口座に振り込んでください。（ゆうちょ銀行は不可） 

 

                    記 

 

入札保証金額   金            円 

 

 

番  号 件     名 入 札 日 

公売第  号  令和  年  月  日 

 

振

込

先 

金融機関名 銀行      支店  

預金種別 普 通  ・  当 座 

口座番号 
 

（フリガナ） 

口座名義人 
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